
 中津川市 定例記者会見資料 

  令和５年２月１７日 

 

令和５年第１回中津川市議会（定例会） 

提出予定議案 
 
令和５年第１回中津川市議会（定例会）に、報告１件、条例１０件、人事

３件、その他５件、補正予算５件、当初予算８件、合計３２件の議案を提出

します。 

  
（報 告） 
 
１、専決処分の承認を求めることについて 

１２月議会閉会後に専決処分したことについて報告し、承認を求める。 

・令和４年度中津川市一般会計補正予算（専第１号） 
 
（条 例） 
 
１、中津川市ひと・まちテラスの設置等に関する条例の制定について 

中津川市ひと・まちテラスを設置するため、制定する。 

 
・中津川市中心市街地活性化基本計画に位置付けられた複合施設が令和５年５月に

竣工し、令和５年７月に供用が開始されるため、その設置等について条例を制定

する。 
 
・制定の主な内容 

名称：中津川市ひと・まちテラス 

位置：中津川市新町２番３４号 

利用時間：午前９時～午後９時３０分 

使用料等： 
区分 金額（１時間当たり） 

活動室１０１ａ ３００円 

活動室１０１ｂ ２００円 

活動室１０１ｃ ２００円 

活動室１０２ ２００円 

活動室１０３ ５００円 

活動室１０４ ５００円 

活動室１０５ ２００円 

活動室２０１ａ ２００円 

活動室２０１ｂ ２００円 

活動室３０１ ２００円 

調理室 ３００円 

１階テラス及び上記以外の市民交流活

動スペース（１㎡当たり） 

５円 

   ※市外使用者は５割増し、市内営利目的使用者は２倍、市外営利目的使用者は３倍 
 
・施行期日 規則で定める日 

  
 
 



２、中津川市個人情報保護審査会条例の一部改正について 
議長の諮問に応ずることができるようにするため、改正する。 

 
・中津川市議会の個人情報の保護に関する条例において開示決定等に対する審査請

求等があった場合、議長が審査会に諮問した際には審査会は諮問に応ずる必要が

あるため、対応する規定を追加する。 
 

・施行期日 令和５年４月１日 

  
３、中津川市避難行動要支援者に係る名簿情報及び個別避難計画情報の提供等に関

する条例の制定について 
災害対策基本法の規定に基づく避難行動要支援者に係る名簿情報及び個別避難計画情

報の提供に関し、本人又は避難行動要支援者等の同意に関する特例、名簿情報及び個別

避難計画情報の提供を受けた者の義務等を定めるため、制定する。 

 
・これまでは、平常時に避難行動要支援者名簿情報を避難支援等関係者に提供しよ

うとする場合、審査会の意見を聴いたうえで行ってきたが、個人情報の保護に関

する法律の改正に伴い、避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報の外部

提供については、条例を制定しないと行うことができなくなるため、条例を制定

する。 
 
・制定の主な内容 

避難支援等関係者の範囲は市消防本部及び消防署、警察、民生委員、自主防災

組織等とする。 

避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報の外部提供における本人（避

難支援等実施者を含む。）同意を不要とする。 

情報漏えい防止のための措置等、利用及び提供の制限、秘密保持義務等につい

て定める。 
 
・施行期日 令和５年４月１日 

  
４、督促手数料廃止に伴う関係条例の整備について 

督促手数料を廃止するため、関係条例の規定を整備する。 

 
・金融機関では非効率、高コストである公金収納事務に要する経費の見直しが検討

されており、市債権に係る督促手数料及び延滞金の確認徴収業務を令和５年４月

から廃止するとの通知があった。 

金融機関において督促手数料及び延滞金の確認徴収業務が廃止されると、納期限

経過後の納付分について、市及び納税者にとって負担増となるため、また、主債

権の管理に注力し、適正な徴収事務の効率化を図るため、督促手数料を廃止する。 
 

・市債権に係る督促手数料を廃止するため、次の２３条例を一括して改正する。 

１．中津川市税条例 

２．中津川市道路占用料条例 

３．中津川市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行 

条例 

４．中津川市国民健康保険条例 

５．中津川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 

６．中津川市下水道条例 

７．中津川市農業集落排水処理施設条例 



８．中津川市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例 

９．中津川市介護保険条例 

１０．中津川市準用河川占用料等に関する条例 

１１．中津川市分担金等徴収条例 

１２．中津川市個別排水事業受益者分担金徴収に関する条例 

１３．中津川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収に関する条例 

１４．中津川市後期高齢者医療に関する条例 

１５．中津川市公共下水道事業区域外流入受益者負担金及び分担金徴収条例 

１６．中津川都市計画下水道事業坂本処理区受益者負担に関する条例 

１７．中津川市奨学資金貸与条例 

１８．中津川市看護職員就職準備資金貸付条例 

１９．中津川市保育士等修学支援金貸付条例 

２０．中津川市医療職員修学資金貸付条例 

２１．中津川都市計画事業リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業施行条例 

２２．中津川市介護福祉士修学資金貸付条例 

２３．中津川市産業動物獣医師養成修学資金貸付条例 
 

・施行期日 令和５年４月１日（令和５年３月３１日以前に納期限が到来した市債

権については、督促手数料を徴収する。） 

  
５、中津川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、改正する。 

 
・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正により、懲戒に係る権

限の濫用禁止について定める条が削除され、また、家庭的保育事業における安全

計画の策定等や自動車を運行する場合の所在の確認等について定められた。 

当該省令は市町村条例の基準となっているため、改正する。 
 

①懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を削る。 
 

②利用者の安全確保を図るための安全計画の策定に関する規定を追加する。 

自動車を運行する場合の利用者の所在確認の義務化に関する規定を追加する。 

家庭的保育事業所と他の社会福祉施設等を併せて設置する場合において、保育に

支障がない場合に限り、乳幼児の保育に直接従事する職員の兼任を可能とする。 

感染症及び食中毒の予防等のための研修の実施に関する規定を追加する。 
 

・施行期日 ①公布の日 

      ②令和５年４月１日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



６、中津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準等の一部改正に伴い、改正する。 

 
・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準の一部改正により、懲戒に係る権限の濫用禁止について定

める条が削除され、また、子ども・子育て支援法及び学校教育法の一部改正によ

り、条例が引用する部分に項ずれが生じるため、改正する。 
 

①懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を削る。 
 

②法改正に伴う項ずれの対応。 
 

・施行期日 ①公布の日 

      ②令和５年４月１日 

  
７、中津川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、改正する。 

 
・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後

児童健全育成事業における安全計画の策定等や自動車を運行する場合の所在の

確認等について定められた。 

当該省令は市町村条例の基準となっているため、改正する。 
 

・利用者の安全の確保を図るための安全計画並びに感染症や災害発生時の業務継続

計画の策定に関する規定を追加する。 

職員（支援員）に対する研修等、保護者への周知及び安全計画の定期的な見直し

に関する規定を追加する。 

自動車を運行する場合の児童の所在確認の義務化に関する規定を追加する。 

感染症及び食中毒の予防等のための研修等の実施に関する規定を追加する。 
 

・施行期日 令和５年４月１日 

  
８、中津川市保育の必要性の認定に関する条例の一部改正について 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、改正する。 

 
・子ども・子育て支援法及び学校教育法の一部改正により、条例が引用する部分に

項ずれが生じるため、当該項ずれに対応する。 
 

・施行期日 令和５年４月１日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



９、中津川市国民健康保険条例の一部改正について 
国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、改正する。 

 
①健康保険法施行令等の一部改正に伴い出産育児一時金の支給額が見直されたた

め、条例で定める出産育児一時金の額を「４０万８千円」から「４８万８千円」

に引き上げる。 
 

②国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料賦課限度額及び軽減判定所得基

準額を次のとおり改める。 

保険料賦課限度額のうち、後期高齢者支援金等賦課限度額を「２０万円」から

「２２万円」に引き上げる。 

保険料軽減判定所得基準額の世帯人数に乗じる額を、５割軽減は「２８万５千

円」から「２９万円」に、２割軽減は「５２万円」から「５３万５千円」に引

き上げる。 

その他所要の改正を行う。 
 

・施行期日 令和５年４月１日 

  
１０、中津川市特定用途制限地域における建築物の用途の制限に関する条例の制定

について 
都市計画法に基づく特定用途制限地域の指定に伴い、当該地域内における建築物の

用途を制限するため、制定する。 

 
・リニア関連事業の進展に伴い、坂本地区では、開発需要の高まりが予想されるが、

都市計画による建築物の用途規制は一部地区（中核工業団地周辺、リニア岐阜県

駅周辺土地区画整理事業対象地）に限られている。 

無秩序な開発を防止し、良好な居住環境を保全するため、特定用途制限地域の指

定地域内での建築物の用途を制限するための条例を制定する。 
 
・制定の主な内容 

適用地域は都市計画法に基づく特定用途制限地域に指定された地域とする。 

地域内において、居住環境保全区域、主要道路沿道区域及び幹線道路沿道区域

を設定し、それぞれ建築してはならない建築物を定める。 

条例施行時点で既にある建築物は、規制の適用を受けないほか、一定規模以内

での増築を認める規定を定める。 

利害関係者の意見を踏まえ、環境を害するおそれがない場合や公益上やむを得

ない場合には、条例の適用を除外することができる規定を定める。 

罰則として条例に違反した場合、５０万円以下の罰金が科せられる規定を定め

る。 
 
・施行期日 公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（人 事） 
 
１、中津川市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 
 

 
選任予定者 氏名 横井

よ こ い

 晃
あきら

 （再任） 

  
２、中津川市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
 

 
任命予定者 氏名 山本

やまもと

 亮
あきら

 （新任） 

  
３、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 
 

 
推薦予定者 氏名 三宅

み や け

 秀
ひで

雄
お

 （再任） 

  
（その他） 
 
１、財産の取得について【初日議決】 

中津川西部テクノパーク整備事業用地として、土地を取得する。 
 

 
・財産の種別 土地 
 

・所在地、地目及び面積 

 所 在 地 地目 地積(平方ﾒｰﾄﾙ) 

中津川市茄子川字二ツ岩４０５番２ 山林 452.24 

中津川市茄子川字二ツ岩４０５番７ 山林 1,684.88 

中津川市茄子川字二ツ岩４０５番１３ 保安林 330.57 

中津川市茄子川字二ツ岩４０５番１４ 保安林 330.58 

中津川市茄子川字二ツ岩４０６番２４ 山林 314.72 

中津川市茄子川字二ツ岩４２１番１ 
山林 32,869.08 

ため池 1,791.28 

中津川市茄子川字二ツ岩４２１番２ 
原野 6,482.07 

ため池 829.33 

中津川市茄子川字二ツ岩４４２番 山林 360.60 

中津川市茄子川字西通４４８番５ 山林 1,434.82 

中津川市茄子川字西通４４８番３９ 原野 768.97 

中津川市茄子川字西通４４８番４０ 原野 1,588.95 

中津川市茄子川字西通４４８番４２ 原野 591.93 

中津川市茄子川字西通４４８番４３ 原野 619.71 

中津川市茄子川字西通４４８番４６ 原野 1,020.24 

中津川市茄子川字西通４４８番６１ 山林 
2,927.84 

中津川市茄子川字西通４４８番６２ 山林 

中津川市茄子川字西通４４８番６７ 保安林 2,280.15 



中津川市茄子川字西通４４８番６８ 保安林 

中津川市茄子川字西通４４８番６９ 保安林 

中津川市茄子川字西通４４８番７０ 保安林 

中津川市茄子川字西通４４８番７１ 保安林 

合 計 面 積  56,677.96 

 

・取得金額   ９９，９８６，４７５円 
 
・取得の相手方 個人（１１名） 

  
２、工事請負契約の変更について【初日議決】 

杭施工時に設計時の想定を超える地中障害が見つかったこと等により請負代金額を増

額する。 

 
・工 事 名 （仮称）市民交流プラザ建設工事（建築主体工事） 
 
・変更前契約金額 １，７６１，６１１，７７５円 

・変更後契約金額 １，７９０，１９１，７７５円 
 
・契約の相手方 中津川市小川町２番８号 

         吉川・宮島・岡山特定建設工事共同企業体 

         代表構成員 株式会社 吉川工務店 

         代表取締役 吉川 幸輝 

  
３、調停の申立てについて 
 

 
・相手方 施工業者     中津川市内 建設業者Ａ 

     測量調査設計業者 岐阜県内 建設コンサルタント業者Ｂ 
 

・調停の申立てに至った経緯 

令和３年１２月１５日、中津川市駒場字青木地内において、中津川市発注の道

路改良工事の請負業者である建設業者Ａが掘削作業を行っている際に同箇所に

埋設されている水道管を損傷させた。 

翌日から関係する箇所を断水し、修繕に着手したが、完全止水には至らず、金

具交換などの応急修繕により対処した。 

その後、本復旧を行うため施工方法を検討した結果、市民生活に影響を与えな

い水道管布設替で施工を行い、令和４年５月１０日に完了した。 

水道管損傷による漏水に係る水道代並びに修繕費用及び水道管布設替工事に

は合計１８１４万９０００円の費用が発生しているが、責任の所在について当事

者間で争いがある状況である。 

したがって、中津川市は、建設業者Ａ及び建設コンサルタント業者Ｂに対し、

それぞれの負担割合に応じた相当額の金員の支払いを請求する調停を申し立て

ることとした。 
 

・申立ての趣旨 

  建設業者Ａ及び建設コンサルタント業者Ｂは、中津川市に対して、連帯して相

当額を支払えとの調停を求める。 
 

・事件に関する取扱い及び方針 



  弁護士を調停の代理人と定める。 

  調停が不調となれば、本案訴訟を提起する。 

  
４、下浦辺地に係る総合整備計画について 
 

 
・計画区域 中津川市下浦

しもうれ

地域（付知） 
 

・計画期間 令和５年度から令和９年度まで 
 

・計画内容                         （単位：千円） 

施設名 事業名 事業内容 事業費 

通学施設 スクールバス整備事業 スクールバス 1台 9,137 

交通通信施

設 

分田～下浦線道路補修

工事 

施工延長 L＝260ｍ（土工、

排水工、法面工、舗装工） 
300,000 

合計 309,137 
 

  
５、北部辺地に係る総合整備計画の変更について 
 

 
・計画区域 中津川市北部

ほ く ぶ

地域（加子母） 
 

・計画期間 令和３年度から令和７年度まで 
 

・変更内容                         （単位：千円） 

施設名 区分 事業費 
財源内訳 辺地対策事

業債の予定

額 特定財源 一般財源 

防災ダム 
変更前 58,320  58,320 58,200 

変更後 72,000  72,000 62,300 
 

  
（補正予算） 
 
１ 令和４年度中津川市一般会計補正予算【初日議決】 

２     〃    後期高齢者医療事業会計補正予算【初日議決】 

３     〃    水道事業会計補正予算【初日議決】 

４     〃    下水道事業会計補正予算【初日議決】 

５     〃    病院事業会計補正予算【初日議決】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（当初予算） 
 
１ 令和５年度中津川市一般会計予算 

２     〃    国民健康保険事業会計予算 

３     〃    駅前駐車場事業会計予算 

４     〃    介護保険事業会計予算 

５     〃    後期高齢者医療事業会計予算 

６     〃    水道事業会計予算 

７     〃    下水道事業会計予算 

８     〃    病院事業会計予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 お問い合わせ先  

総務部 総務課 担当者：石原 豊 
電話：0573-66-1111（内線 441） 

 

  


